
金

融

庁

○

農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年

告
示
第
二
号
）

農
林
水
産
省

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
五
十
九

（
略
）

一
〜
五
十
九

（
略
）

六
十

適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル

次
に
掲
げ

六
十

適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル

次
に
掲
げ

る
性
質
を
す
べ
て
有
す
る
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ

る
性
質
を
す
べ
て
有
す
る
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
分
散
度
の
高
い
プ
ー
ル
を
い
う
。

っ
て
構
成
さ
れ
た
分
散
度
の
高
い
プ
ー
ル
を
い
う
。

イ

購
入
債
権
の
譲
渡
人
が
独
立
し
た
第
三
者
で
あ
り
、
か
つ
、
購
入
債
権

イ

の
譲
渡
人
が
独
立
し
た
第
三
者
で
あ
り
、
か
つ
、
購
入
債
権
を
譲
り
受

を
譲
り
受
け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
が
直
接
又
は
間
接
に
信
用
供
与

け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
が
直
接
又
は
間
接
に
信
用
供
与
を
行
っ
た

を
行
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

六
十
一
〜
七
十
八

（
略
）

六
十
一
〜
七
十
八

（
略
）

（
信
用
保
証
協
会
等
及
び
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
に
よ
り
保
証
さ
れ
た

（
信
用
保
証
協
会
等
及
び
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
四
十
五
条

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
保
証

第
四
十
五
条

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
保
証

協
会
等
及
び
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構

協
会
等
及
び
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
（
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
（
平
成

法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
に
規
定
す
る
株
式
会
社
企
業
再
生
支

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
に
規
定
す
る
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
を
い
う
。



援
機
構
を
い
う
。
）
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ

）
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
十
パ

ェ
イ
ト
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）


